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免
除
期
間
の
年
金
額
の
計
算
は
、

保
険
料
が
納
付
さ
れ
た
場
合
と
比

較
し
て
、
３
分
の
１
と
な
り
ま
す
。

（
平
成

２１
年
度
分
か
ら
２
分
の
１

に
引
き
上
げ
ら
れ
る
よ
う
法
律
案

が
現
在
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
ま

す
。）

　
病
気
や
事
故
で
障
が
い
が
残
っ

た
と
き
の
障
害
年
金
や
、
一
家
の

働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
の
遺

族
年
金
な
ど
、
免
除
承
認
期
間
に

つ
い
て
は
支
給
対
象
の
期
間
と
さ

れ
ま
す
。

　
特
例
免
除
と
は
、
通
常
で
あ
れ

ば
審
査
の
対
象
と
な
る
本
人
の
所

得
を
除
外
し
て
審
査
を
行
い
、
保

険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
も
の

で
す
。
（
配
偶
者
、
世
帯
主
に
一

定
以
上
の
所
得
が
あ
る
と
き
は
、

保
険
料
免
除
が
認
め
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。）

手
続
き

　
特
例
免
除
は
、
申
請
す
る
年
度

ま
た
は
前
年
度
に
お
い
て
退
職
（
失

業
）
の
事
実
が
あ
る
場
合
に
対
象

と
な
り
ま
す
。

　
保
険
料
免
除
の
申
請
は
、
役
場

担
当
窓
口
ま
た
は
高
知
社
会
保
険

事
務
局
幡
多
事
務
所
へ
「
国
民
年

金
保
険
料
免
除
申
請
書
」
を
提
出

（
郵
送
可
）
し
て
く
だ
さ
い
。（
申

請
書
は
役
場
担
当
窓
口
、
高
知
社

会
保
険
事
務
局
幡
多
事
務
所
に
あ

り
ま
す
。）

　
ま
た
、
こ
の
特
例
免
除
に
つ
い

て
は
、
配
偶
者
・
世
帯
主
が
退
職

さ
れ
た
場
合
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番

号
の
わ
か
る
も
の
（
納
付
書
な

ど
）

②
認
印
（
本
人
が
署
名
す
る
場
合

は
不
要
で
す
）

③
失
業
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で

き
る
公
的
機
関
の
証
明
の
写
し

（
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、離

職
票
な
ど
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
大
方
総
合
支
所

　
住
民
課 

住
基
戸
籍
係

蕁
４
３
―
２
８
０
０（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所

　
総
務
課 

住
基
戸
籍
係

蕁
５
５
―
３
７
０
１（
直
通
）

　
高
知
社
会
保
険
事
務
局

　
幡
多
事
務
所

蕁
３
４
―
１
６
１
６（
直
通
）

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

国
民
年
金
保
険
料
は

退
職
（
失
業
）
に
よ
る
特
例

免
除
が
あ
り
ま
す
！

保
険
料
を
一
部
納
付
し
た

の
と
同
じ

メ
リ
ッ
ト
１

万
が
一
の
際
に
も
確
か
な

保
障

メ
リ
ッ
ト
2

本
人
所
得
を
除
外
し
て
審
査

メ
リ
ッ
ト
3

＜通常の場合＞
申請者本人の所得・申請者の配偶者の所得・
世帯主の所得

＜特例免除の場合＞
申請者本人の所得・申請者の配偶者の所得・
世帯主の所得

免 除 審 査 の 対 象

被
保
険
者

◆
７５
歳
以
上
の
方

◆
６５
歳
か
ら

７４
歳
で
一
定
の
障

が
い
が
あ
る
方
（
本
人
の
申

請
に
基
づ
き
、
広
域
連
合
の

認
定
を
受
け
た
方
）

　
被
保
険
者
お
一
人
お
ひ
と
り

に
、
所
得
に
応
じ
、
公
平
に
保

険
料
を
ご
負
担
い
た
だ
き
ま
す
。

一
人
当
た
り
の
定
額
の
保
険
料

　
〈
均
等
割
〉
４
３,
５
５
５
円

　
　
　
　
　
＋

所
得
に
応
じ
た
保
険
料

　
〈
所
得
割
〉
７
・
９７
％

所
得
が
少
な
い
方
は
、
次
の
と

お
り
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

均
等
割

　
世
帯
の
所
得
に
応
じ
、
９
割
、

７
割
、
５
割
、
２
割
を
軽
減

※
９
割
軽
減
は
平
成

２１
年
度
か

ら
設
け
ら
れ
ま
す
。

所
得
割

　
住
民
税
非
課
税
の
よ
う
な
所

得
の
少
な
い
方
（
年
金
収
入
で

１
５
３
万
円
か
ら
２
１
１
万
円

ま
で
）
は
５
割
を
軽
減

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
夫
や
お
子
さ

ん
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
方
は
、

初
め
て
保
険
料
を
ご
負
担
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

平
成
２２
年
３
月
末
ま
で
、
均
等

割
の
保
険
料
は
９
割
軽
減
さ
れ
、

所
得
割
の
ご
負
担
は
あ
り
ま
せ

ん
。

※
平
成

２２
年
度
以
降
の
扱
い
は
、

今
後
、
検
討
さ
れ
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
大
方
総
合
支
所 

健
康
福
祉
課 

国
保
係

蕁
４
３
―
２
１
１
６（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所 

健
康
福
祉
課 

保
険
福
祉
係

蕁
５
５
―
３
１
１
２（
直
通
）

被
保
険
者

保
険
料
額

長
寿
医
療

の
し
く
み

（
後
期
高
齢
者
医
療
）

長
寿
医
療

の
し
く
み

（
後
期
高
齢
者
医
療
）

シリーズ

笨

保険料額
について


